
 
 
 

 

 

 

 

 

 

雇用保険法施行規則及び社会保険労務士

法施行規則の一部を改正する省令案要綱 
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雇
用
保
険
法
施
行
規
則
及
び
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

一

雇
用
保
険
法
附
則
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
小
学

校
休
業
等
対
応
コ
ー
ス
助
成
金
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

二

雇
用
保
険
法
施
行
令
附
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
助
成
は
、
休
業
に
係
る
助
成
及
び
教
育

訓
練
に
係
る
助
成
（
訓
練
費
を
除
く
。
）
と
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。


